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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年１月３１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年７月２３日 １７時４３分ごろ 

発生場所 大分県宇佐市長
なが

洲
す

港北方沖  

 宇佐市所在の豊
ぶ

前
ぜん

長
なが

洲
す

港導
どう

流
りゅう

堤
てい

灯台から真方位０２４°１１.８海

里付近 

 （概位 北緯３３°４５.６′ 東経１３１°２７.８′） 

事故調査の経過  平成２４年７月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 SAFE
セ ー フ

 SAILING
セ イ リ ン グ

（カンボジア王国籍）、１,４５８トン 

   ８４０８０９０（ＩＭＯ番号）、Yantai Tianhong Shipping Co., 

Ltd 

   ７８.０１ｍ×１３.００ｍ×６.５０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,１７６kＷ、１９８４年建造 

Ｂ 漁船 海
かい

栄
えい

丸、４.８８トン 

   ＯＴ３―８７６６（漁船登録番号）、個人所有 

   １０.６２ｍ（Lr）×２.６９ｍ×０.７８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１５、昭和５８年２月２６日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（中華人民共和国籍） 男性 ４３歳 

   免状 不詳 

航海士Ａ（一等航海士）（ミャンマー連邦共和国籍） 男性 ４５歳

   免状 不詳 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６０歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 昭和５０年１２月２６日 

    免許証交付日 平成２２年７月６日 

           （平成２７年８月１日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部に擦過傷 

Ｂ 船首部を損傷 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか８人が乗り組み、航海士Ａが１人
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で船橋当直に就き、長洲港沖を航行していた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、長洲港から漁場に向けて僚船３

～４隻の後方から、約９ノット（kn）の速力で自動操舵により北東進

中、左舷船首方に東方に向けて航行するＡ船を視認した。 

 船長Ｂは、しばらくＡ船を見ていたが、急に尿意を催したので遠隔

操縦装置で約３°船首を左に向けたのち、遠隔操縦装置を操舵室に置

き、右舷甲板上に降りて小用を足し、操舵室に戻ったとき、Ａ船が目

前に迫っていたので、機関を後進にかけたが、平成２４年７月２３日

１７時４３分ごろ、北緯３３°４５.６′東経１３１°２７.８′付近

において、Ａ船の右舷船首部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、衝突後、Ａ船を追尾しながら漁業無線で僚船に事故発生を

伝え、その後、自力で長洲港に帰港した。 

 Ａ船は、１８時００分ごろ減速して停止し、海上保安庁の調査に応

じたが、衝突した事実を認めず、目的地である京浜港に向けて航行を

再開した。 

 気象・海象 

 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風速 約２～３m/s、視界 良好 

海象：波高 約２０～３０cm 

日没時刻：１９時２２分ごろ 

 その他の事項 

 

 Ａ船の船舶自動識別装置（ＡＩＳ）の情報記録による運航状況は、

付表１のとおりであった。 

航海士Ａは、本事故の刑事処罰を受けて強制送還され、Ａ船及びＡ

船乗組員の調査を実施することができなかった。 

（付表１ Ａ船のＡＩＳ情報記録（抜粋） 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は東南東進中、Ｂ船は漁場に向けて北東進中、長洲港北方沖に

おいて、両船が衝突したものと考えられる。 

 Ａ船は、長洲港北方沖を約９～８kn の対地速力で航行していたもの

と考えられるが、ＡＩＳ情報記録以外の情報がないことから、衝突に

至った状況を明らかにすることはできなかった。 

 船長Ｂは、左舷船首方に東方に向けて航行するＡ船を認めていたも

のの、急に尿意を催し、Ａ船に対する見張りを行っていなかったもの

と考えられる。 

原因  本事故は、長洲港北方沖において、Ａ船が東南東進中、Ｂ船が漁場

に向けて北東進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えら

れる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 
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 ・常時適切な見張りを行うこと。 

・衝突を避けるための動作は、十分に余裕のある時期に大幅に行う

こと。 

 

 

 

付表１ Ａ船のＡＩＳ情報記録（抜粋） 

平成２４年７月２３日  

時刻 北緯 

（°-′-″） 

東経 

（°-′-″） 

船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

（kn） 

17:30:24   33-46-19.7  131-25-49.5 112 112.2 9.1 

17:35:04   33-46-02.6  131-26-36.1 114 114.2 9.0 

17:40:24   33-45-43.7  131-27-29.0 112 112.6 8.8 

17:41:13   33-45-41.0  131-27-36.9 112 113.0 8.8 

17:42:13   33-45-37.7  131-27-46.6 112 111.8 8.9 

17:42:33   33-45-36.6  131-27-50.0 112 112.7 8.8 

17:43:13   33-45-34.4  131-27-56.5 112 112.8 8.8 

17:44:03   33-45-31.5  131-28-04.5 113 113.7 8.8 

17:45:03  33-45-27.8 131-28-14.1 114 114.7 8.7 

17:46:03   33-45-24.3  131-28-23.5 120 119.9 8.6 

17:47:13   33-45-19.9  131-28-34.3 111 110.3 8.5 

17:48:03  33-45-17.3 131-28-42.4 113 112.0 8.5 

17:49:03   33-45-14.2  131-28-51.9 111 109.6 8.5 

17:50:03   33-45-11.5  131-29-01.6 110 108.1 8.6 

17:55:04  33-45-00.5 131-29-51.6 111 105.3 8.7 

17:58:14  33-44-54.1 131-30-21.0 110 104.5 7.4 

18:00:14   33-44-50.7  131-30-35.7 112 103.4 4.5 

18:02:04   33-44-49.6  131-30-43.2 100 092.5 2.7 

18:10:13  33-44-57.4 131-30-54.6 050 010.8 1.3 

18:16:03  33-45-01.0 131-30-54.3 165 174.1 0.1 

 

 




